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町議会
3月定例会

町議会3月定例会では、平成20年度一般会計当初予

算や補正予算、鐚巻町国民健康保険条例の一部改正な

ど26議案が審議され、原案どおり可決されました。

ここでは、8年ぶりに改正された国民健康保険税の

改正など、主な内容についてお知らせします。

◆国保税の税率が

改正されました
国
民
健
康
保
険
税
が
、
増
え
る
医

療
費
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創

設
に
よ
る
医
療
費
支
援
の
対
応
の
た

め
、
平
成
十
二
年
の
改
正
以
来
八
年

ぶ
り
に
改
正
さ
れ
ま
す
。

高
額
に
な
っ
て
い
る
医
療
費

町
の
医
療
費
は
毎
年
増
え
続
け
て

い
て
、
平
成
十
九
年
一
月
か
ら
十
二

月
ま
で
の
一
年
間
で
は
、
七
十
五
歳

未
満
の
医
療
費
は
８
億
６
９
０
３
万

円
（
一
人
当
た
り
２
５
万
３
２
１
３

円
）、
七
十
五
歳
以
上
で
は
７
億
９

４
３
０
万
円
（
一
人
当
た
り
６
６
万

１
９
１
８
円
）、
合
わ
せ
て
１
６
億

６
３
３
３
万
円
と
い
う
状
況
で
す
。

こ
の
う
ち
保
険
者
で
あ
る
町
が
１
３

億
７
１
２
３
万
円
（
総
医
療
費
の

82
・
４
％
）を
保
険
給
付
し
て
い
ま
す
。

こ
の
保
険
給
付
費
の
中
に
は
国
や

県
の
負
担
金
等
の
ほ
か
に
国
保
に
加

入
し
て
い
る
皆
さ
ん
か
ら
負
担
し
て

い
た
だ
い
て
い
る
国
保
税
が
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

医
療
費
が
増
え
る
と
国
保
税
も
多

く
必
要
に
な
り
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
へ
の
支
援

今
月
か
ら
七
十
五
歳
以
上
の
す
べ

て
の
人
が
加
入
す
る
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
の
制
度
の
創
設
に
伴
い
国
保
税

の
負
担
が
、
こ
れ
ま
で
の
医
療
分
と

介
護
分
に
加
え
て
後
期
高
齢
者
支
援

金
分
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
の
五

割
は
、
国
や
県
が
負
担
し
、
一
割
を

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
、
残
り
の
四

割
を
町
な
ど
の
保
険
者
が
支
援
し
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。

必
要
と
見
込
ま
れ
る
保
険
税

平
成
二
十
年
度
に
必
要
と
見
込
ま

れ
る
保
険
税
の
総
額
は
、
二
億
七
千

万
円
に
な
り
ま
す
。

こ
の
総
額
を
確
保
す
る
た
め
、
加

入
世
帯
数
、
被
保
険
者
数
、
住
民
税

及
び
固
定
資
産
税
の
課
税
状
況
等
か

ら
試
算
し
た
結
果
、
表
│
１
の
と
お

り
平
等
割
、
均
等
割
、
資
産
割
及
び

所
得
割
に
つ
い
て
税
率
を
改
め
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

【保険税の軽減】
均等割と平等割は、所得に応じて7割、

5割、2割の軽減を受けることができま

す。

◆７割軽減･･･所得が町民税の基礎控

除額33万円以下の世帯

◆５割軽減･･･７割軽減世帯以外で、

所得が町民税の基礎控除額33万円に

納税義務者を除く被保険者数に24万

5千円を乗じて得た額を加算した金額以

下の世帯

◆2割軽減･･･7割と5割軽減世帯以外

で、所得が町民税の基礎控除額33万

円に納税義務者を含む被保険者数に

35万円を乗じて得た額を加算した金

額以下の世帯

また、後期高齢者と同一の世帯の一

般被保険者については、平等割を半額

に軽減します。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
四
月
一

日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
っ
て
、

制
度
運
営
の
た
め
の
事
務
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
ま
し
た
。

制
度
運
営
の
大
部
分
は
、
岩
手
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
以
下
、

「
広
域
連
合
」
と
い
い
ま
す
）
が
行

い
ま
す
が
、
町
が
行
う
保
険
料
の
普

通
徴
収
の
納
期
な
ど
が
決
め
ら
れ
ま

し
た
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
普
及
促

進
を
図
る
た
め
、
四
月
一
日
か
ら
平

成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

三
年
間
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
交

付
手
数
料
を
無
料
に
し
ま
す
。

こ
の
カ
ー
ド
は
、
公
的
身
分
証
明

書
に
も
な
る
顔
写
真
付
き
の
カ
ー
ド

で
、
確
定
申
告
等
が
自
宅
パ
ソ
コ
ン

か
ら
で
き
る
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。

年
額
十
八
万
円
以
上
の
年
金
受
給

者
は
、
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
以
外
の
人
は
個
別
に
収
め
る
普

通
徴
収
に
な
り
、
納
期
は
表
の
よ
う

に
な
り
ま
す
。
普
通
徴
収
、
特
別
徴

収
の
い
ず
れ
も
保
険
料
の
額
は
、
四

月
に
広
域
連
合
が
七
十
五
歳
以
上
の

全
員
に
通
知
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
国
や

県
、
町
と
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
保
険

料
と
で
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。
期
限
内

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

道
路
法
施
行
令
の
改
正
で
、
国
の

道
路
占
用
料
が
改
定
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
町
道
等
に
電
柱
や
電
話
柱
な

ど
を
設
置
す
る
た
め
に
道
路
を
継
続

し
て
使
用
す
る
場
合
の
占
用
料
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

20年度

保
険
税
は
こ
う
な
り
ま
す

例1：夫67歳、妻65歳の2人

世帯（収入は国民年金のみ

固定資産税3万円の場合）

蚋

例2：夫47歳、妻43歳、子ども

2人の4人世帯（事業所得200万

円、固定資産税5万円の場合

蚋

◆
後
期
高
齢
者
医
療

│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│

事
務
の
条
例
制
定

◆住基カードを
────────────
３年間無料化

◆
道
路
占
用
料
を

│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│

改
　
　

定

第1期　7月1日～7月31日まで
第2期　8月1日～8月31日まで
第3期　9月1日～9月30日まで
第4期 10月1日～10月31日まで
第5期 11月1日～11月30日まで
第6期 12月1日～12月31日まで
第7期 翌年1月1日～1月31日まで
第8期 翌年2月1日～2月28日まで（うるう　
第8期 年の場合は、29日まで）
第9期 翌年3月1日～3月31日まで

普 通 徴 収 の 納 期人
権
擁
護
委
員
に

近
藤
道
雄
さ
ん
再
任

人
権
擁
護
委
員
に
近
藤
道
雄
さ
ん

（
72
歳
・
田
子
）
が
四
月
一
日
付
け
で

再
任
さ
れ
ま
し
た
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
皆
さ
ん
か
ら
の

人
権
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。
家
庭
や

地
域
で
の
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
相
談
に
応

じ
、
解
決
の
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
法

的
手
続
き
な
ど
の
方
法
を
助
言
し
て
い

ま
す
。

近
藤
さ
ん
の
ほ
か
大
石
ヒ
ロ
子
さ
ん

（
茶
屋
場
）
と
深
澤
進
さ
ん
（
野
中
）

も
引
き
続
き
担
当
し
て
い
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※７割軽減世帯に該当


